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　接種の対象者へ順次、接種券を送付して
います。接種券が届くと予約ができます。
　予約は予約コールセンターと、インター
ネットで受け付けます。詳しくは接種券に
同封のチラシをご覧ください。
　２回目の接種から６ヵ月が経過する基礎
疾患のある方や、大規模接種会場で接種を
希望する高齢の方へ接種券を送付しますの
で、予約コールセンターへご連絡ください。

対象者へ接種券を送付
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お知らせ
ワクチン接種に関する

新型コロナウイルス

※１月　日（金）現在。状況により変更することがあります。

（午前９時～午後５時）
☎22-3300 　22-3310

（受け付けは24時間）

予約コールセンター

　２月１日（火）から旧西脇市民会館で集
団接種を実施します。集団接種では、武田
／モデルナ社製ワクチンを使用します。
　２月の接種は、１日、３日、５日、８日、
10日、12日、15日、17日、19日、22日、
24日、26日で、いずれも午後１時からです。
　　日（火）以降の接種の予約は、接種日
の２週間前（土曜日や祝日の場合はその前
日）の午前９時から受け付けます。

集団接種は２月１日から
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　医療機関での個別接種では、ファイザー
社製ワクチンの接種ができます。医療機関
の準備ができ次第、予約を受け付け、接種
を開始します。
　予約は、接種日の２週間前（土曜日や祝
日の場合はその前日）の午前９時から受け
付けます。接種日時は予約コールセンター
へお問い合わせください。

個別接種は準備ができ次第開始
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市県民税の申告受付日程

※会場はいずれも市民交流施設あつまるスタジオです。
※休日の申告受付日は設けていません。
※期間前半と午前中は、例年大変混み合い、待ち時間が長
　くなります。密を避けるためにも、分散してお越しくだ
　さい。

受付時間＝午前９時～正午、午後１時～４時

公的年金受給者の申告判定フローチャート
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税の申告受け付け税の申告受け付け
～２ 16　  ３ 15/ （水） / （火）～２ 16　  ３ 15/ （水） / （火）

公的年金を受給する皆さんへ

　公的年金などの収入金額が　　万円以下、かつ公
的年金などの所得を除く所得金額が　万円以下であ
る場合は、所得税の確定申告は不要です。
　ただし、所得税の還付を受けようとする場合は、
所得税の確定申告が必要です。また、確定申告が不
要でも、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されて
いない控除の適用を受ける場合は、市県民税の申告
が必要な場合があります。下記のフローチャートで
確認してください。
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申告会場（市民交流施設あつまるスタジオ）

東エントランス

西エントランス

　あつまるスタジオは市民交流施設１階にあります。

申告会場

 
 

公的年金等の収入金額（複数の年金を受給している場合はその合計額）が400万円以下である

 

 

 

所得税の還付のための確定申告または損失申告をする

 

 
 

 
 

公的年金等を除いた所得金額が 

はい いいえ 

０円   

いいえ はい 

    

いいえ はい 

いいえ はい 

 
 

はい いいえ 

20万円以下 20万円超 

 次の①または②に該当する 

①昭和32年１月１日以前の生まれで、 
・扶養親族がなく、公的年金収入金額が148万円以下 

 
 
②昭和32年１月2日以後の生まれで、 

 
 

 
※扶養親族の数が、公的年金等の源泉徴収票に記載されている
　必要があります。

 

医療費控除、生命保険料控除、扶養控除の
追加などの各種控除を市県民税で申告する

・扶養親族があり、公的年金収入金額が192.8万円以下

・扶養親族がなく、公的年金収入金額が98万円以下
・扶養親族があり、公的年金収入金額が147万円以下

市県民税の申告は不要  市県民税の申告が必要

税額計算の結果、納付すべき
所得税がある

所得税の確定申告が必要
※所得税の確定申告をすれば、市県民
　税の申告は必要ありません。

  

月  日 対象地区 

２月 

16日（水）～17日（木） 西脇地区 

18日（金）、21日（月） 比延地区 

22日（火） 芳田地区 

24日（木）～25日（金）、28日（月） 黒田庄地区 

３月 

１日（火）～３日（木） 津万地区 

４日（金）、7日（月）～8日（火） 日野地区 

９日（水）～11日（金） 重春地区 

14日（月） 野村地区 

15日（火） 前日までに来られなかった方 

 


